
一般社団法人山口県身体障害者団体連合会 

令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 ） 

 
本会は、加盟団体の組織活動を推進し障害者福祉の向上を目指すとともに、障害者の社会

参加推進に関する事業を行い、障害者に対する社会の理解を深め、「共生社会」の実現を目

指す。 

  

 

Ⅰ．身体障害者の福祉増進に関する事業 ＜継続事業＞ 

 多くの身体障害者における福祉制度の充実を目指すため、身体障害者の福祉団体の活

動を推進するとともに、障害者関係団体等との連携のもと、行政等関係機関への要望活

動を行い、身体障害者の福祉増進を図るため、次の事業を実施する。 

 

１．身体障害者の福祉増進事業 

各関係機関との連絡調整を密にし、行政等関係機関への要望を行うことにより、

身体障害者の福祉制度の充実並びに福祉増進に努める。 

(1) 山口県総合社会福祉大会への参加 

(2) 要望等に関する諸会議への出席 

 

２．身体障害者の功労者への表彰に関する事業 

障害者福祉事業に功績のあった者及び自己の障害を克服し自立更生をしたもの

であって、真に他の模範となるものを顕彰し、その功績を称えるとともに他の障害

者の励みとし、併せて社会に対する障害者の認識を深め、障害者の福祉向上に寄与

するため、以下の表彰における推薦及び表彰を行う。 

(1) 山口県総合社会福祉大会における本会会長表彰 

 

 

 

Ⅱ．共生社会の推進に関する事業 ＜公益事業＞ 

障害者団体及び関係団体等と連携を密にして社会参加促進施策を実施し、多くの県民

に障害を正しく理解して頂き、障害の有無に関係なく地域社会の中でいきいきと充実し

た生活が送られるよう「共生社会の実現を目指す」ことを目的とした次の事業を実施す

る。 

 

１．障害者の社会参加推進のためのセンターの運営事業 

 障害の有無にかかわらず誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりに向けて、

障害者自らによる諸種の社会参加促進施策を実施し、地域における自立生活と社会

参加を推進することを目的とする山口県障害者社会参加推進センターを設置・運営

し、障害者の社会参加推進に係る行事等を開催する。 

山口県障害者社会参加推進センター運営事業＜県委託事業＞           

社会参加推進協議会の開催   １回（２月） 

円滑な推進センターの運営を図るため、企画・立案を行う。 



 

２．障害者等を対象とした相談事業 

 障害者やその家族等からの相談に応じるホットラインの運営により、障害者の社

会参加に対する支援を行う。 

(1)  障害者１１０番運営事業＜県委託事業＞ 

 障害者の多種多様な相談について、障害者本人や家庭などの心配ごとや悩み

ごとの相談に応じる「障害者ホットライン」を開設する。 

＜主な内容＞ 

 ア．利用時間   月・火・木・金曜日    １０時～１６時 

    ※ 水・土・日曜日・祝日 

夏季（8/13～15）・年末年始（12/29～1/3）は休み。 

 イ．相談方法   電話、来所、手紙（ＦＡＸ含む）、メール等 

 

３．障害者の社会参加推進のための研修会・講座等の開催 

 障害者等を対象とした、芸術活動支援講座や生活訓練講座等を開催することに

より、障害者の生活の質の向上及び社会参加の促進を図る。 

 また、障害者相談員等、障害者の社会参加を支援する者を対象とした研修会等を

開催し、障害者の社会参加の支援を行う。 

(1) 障害者芸術文化祭の開催＜県補助事業＞ 

障害者の文化・芸術活動の振興及び社会参加の推進のため、障害者が制作し

た作品の展示会（応募作品展示会）を開催、また共生社会の実現を目指し、障

害者による演劇等の舞台活動の発表や表彰式典等を開催する。 

また、障害者本人や障害者施設等による文化芸術活動への取組を支援するた

めのワークショップ、障害者本人や障害者施設等による文化芸術活動への取組

を支援するためのセミナーを開催する。 

(2) 障害者わくわく体験・ステップアップいきいき講座の開催 

＜共同募金配分金事業＞ 

日常生活において自信を持った豊かな生活を送れるよう、障害者の自立と積

極的な社会参加の促進を目的として、気軽に参加できる体験型教室やステップ

アップを目指した講座や大会を開催する。 

ア． ボードゲーム（囲碁・将棋・オセロ・健康マージャン）大会 

オンラインオセロ大会（予選会） 

イ． カラオケ大会 

オンラインカラオケ大会（予選会） 

ウ． 料理 

エ． 書道 

オ． 写真 

カ． 花の寄せ植え 

(3) 障害者相談員研修会開催＜県委託事業＞ 

市町長等より委嘱された身体障害者相談員、知的障害者相談員を対象に、地

域で生活している障害者を支援するための相談対応能力向上と相談員間の連携

を図るため、研修会を開催する。 

 

 



 

４．障害者の社会参加推進のための福祉サービス 

鉄道等の各種割引サービスの取扱業務を通じて、障害者の外出機会増加を図り、

障害者の社会参加の促進を図る。 

 ＪＲジパング倶楽部「特別会員」取扱業務 

 

５．障害者福祉に係る啓発広報＜共同募金配分金事業＞ 

障害者をはじめ、一般県民、事業者、関係機関等を対象に、ホームページ等での

障害者の社会参加に関する情報提供、「障害者週間」等の周知啓発等を通じて、障害

者の社会参加の促進への理解を深める。 

(1) ホームページの公開 

(2) 会報“維新の郷”の発行  ２回 （９月、１月） 

(3) 「障害者週間」（１２月３日～９日）・「障害者の日」（１２月９日）の啓発 

(4) 各関係機関に対する情報提供 

 

 

 

Ⅲ．その他事業 
事業経費に充てるため、次の事業を行う。 

(1) にっしんれん収益事業に係る協力 

(2) 麺類等の販売促進 

（島手そうめん株式会社、株式会社山一、株式会社堀内八郎兵衛） 

(3) 自動車共済の加入促進（山口県中小企業共済協同組合） 

 

 

 

Ⅳ．本会運営に関する事業等 
(1) 総会を次のとおり開催する。 

１回 （定時総会５月） 

(2) 理事会を次のとおり開催する。 

２回 （４月、２月） 

(3) 正副会長会議を次のとおり開催する。 

２回 （４月、２月） 

(4) 本会の運営に係る検討 


